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（介護予防）通所リハビリテーション山咲苑 利用約款 

 

（約款の目的） 

第１条 （介護予防）通所リハビリテーション山咲苑（以下「当事業所」という。）は、要支援

状態または要介護状態と認定された利用者（以下単に「利用者」という。）に対し、介護

保険法令の趣旨に従って、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと

ができるようにすることを目指した（介護予防）通所リハビリテーションサービスを提

供し、一方、利用者及び身元引受人は、当事業所に対し、そのサービスに対する料金を

支払うことについて取り決めることを、本約款の目的とします。 

 

 

（適用期間） 

第２条 本約款は、利用者が（介護予防）通所リハビリテーション利用同意書を当事業所に提

出した、    年  月  日以降から効力を有します。但し、身元引受人に変更が

あった場合は、新たに同意を得ることとします。 

２ 利用者は、前項に定める事項の他、本約款、別紙１、別紙２及び別紙３の改定が行わ

れない限り、初回利用時の同意書提出をもって、繰り返し当事業所の（介護予防）通所

リハビリテーションを利用することができるものとします｡ 

 

 

（身元引受人） 

第３条 利用者は、次の各号の要件を満たす身元引受人を立てます。但し、利用者が身元引受

人を立てることができない相当の理由がある場合を除きます。 

  ① 行為能力者（民法第２０条第１項に定める行為能力者をいいます。以下同じ。）である

こと 

  ② 弁済をする資力を有すること 

２ 身元引受人は、利用者が本約款上当事業所に対して負担する一切の債務を極度額２０

万円の範囲内で、利用者と連帯して支払う責任を負います。 

３ 身元引受人が第１項各号の要件を満たさない場合、又は当事業所、当事業所の職員若

しくは他の通所者等に対して、窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷その他の背信行為又は反社

会的行為を行った場合、当事業所は、利用者及び身元引受人に対し、相当期間内にその

身元引受人に代わる新たな身元引受人を立てることを求めることができます。但し、第

１項但書の場合はこの限りではありません。 

 

 

（利用者からの解除権） 

第４条 利用者及び身元引受人は、当事業所に対し、（介護予防）通所リハビリテーションの中

止の意思表明をすることにより、利用者の居宅サービス計画に関わらず本約款に基づく

（介護予防）通所リハビリテーション利用を解除・終了することができます。 

 

 

（当事業所からの解除権） 

第５条 当事業所は、利用者及び身元引受人に対し、次に掲げる場合には、本約款に基づく（介

護予防）通所リハビリテーション利用を解除・終了することができます。 

① 利用者が要介護認定において自立と認定された場合 

② 利用者の居宅サービス計画で定められた利用時間数を超えた場合 

③ 利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当事業所での適切な（介護予防）通所リ



2 

ハビリテーションの提供を超えると判断された場合 

④ 利用者及び身元引受人が、本約款に定める利用料金を 2か月分以上滞納し、その支払

いを督促したにもかかわらず 14日間以内に支払われない場合 

⑤ 利用者が、当事業所、当事業所の職員又は他の通所者等に対して、窃盗、暴行、暴言、

誹謗中傷その他の利用継続が困難となる程度の背信行為又は反社会的行為を行った場

合 

⑥ 天災、災害、その他やむを得ない理由により、当事業所からの訪問が困難な場合 

２ 利用者が病院に入院又は他の施設に入所した場合、本約款に基づく通所利用は終了し

ます。 

 

 

（利用料金） 

第６条 利用者及び身元引受人は、連帯して、当事業所に対し、本約款に基づく（介護予防）

通所リハビリテーションの対価として、別紙２の利用単位ごとの料金をもとに計算され

た利用日ごとの合計額及び利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要となる

額の合計額を支払う義務があります。 

２ 当事業所は、利用者及び身元引受人が指定する者に対し、前月料金の合計額の請求書

及び明細書を、毎月 10 日までに発行し、利用料金支払い者に郵送いたします。支払い

については口座振替での支払いとなります。尚、支払日は翌月の 27日（休日の場合は、

翌営業日）にご指定の預金口座から自動的に利用料金を振り替えにてお支払いいただき

ます。 

３ 当事業所は利用者及び身元引受人の指定する者に対して、領収書を所定の方法により

交付します。 

 

 

（記録） 

第７条 当事業所は、利用者の（介護予防）通所リハビリテーションの提供に関する記録を作

成し、その記録を利用終了後２年間は保管します。（診療録については、５年間保管しま

す。） 

２ 当事業所は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則として、必要

な実費を徴収のうえ、これに応じます。 

３ 当事業所は、身元引受人が第１項の記録の閲覧、謄写を求めたときは、閲覧、謄写を

必要とする事情を確認して当事業所が必要と認める場合に限り、必要な実費を徴収のう

え、これに応じます。但し、利用者が身元引受人に対する閲覧、謄写に反対する意思を

表示した場合その他利用者の利益に反するおそれがあると当事業所が認める場合は、閲

覧、謄写に応じないことができます。 

４ 前項は、当事業所が身元引受人に対して連帯保証債務の履行を請求するため必要な場

合は適用されません。 

５ 当事業所は、利用者及び身元引受人以外の親族が第１項の記録の閲覧、謄写を求めた

ときは、利用者の承諾がある場合に限り、必要な実費を徴収のうえ、これに応じます。 

但し、利用者の利益に反するおそれがあると当事業所が認める場合は、閲覧、謄写に応

じないことができます。 

 

 

（個別サービス計画の作成及び変更） 

第８条 当事業所は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて「居宅サービス計画」

に沿って「（介護予防）通所リハビリテーション計画」を作成します。当事業所は計画書

の内容を利用者及び身元引受人に説明し、また、利用者の状態変化に応じて計画書の見

直しを行い変更します。 
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  ２（介護予防）通所リハビリテーションの目標を達成し、（介護予防）通所リハビリテーシ

ョンの対象外となった場合には利用を終了させて頂く場合があります。 

 

 

（虐待防止） 

第９条 当事業所は、利用者の人権を最重視したリハビリ等のサービスに努める。 

   ２ 当事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待防止等の為に次に掲げる通り必要な措置

を講じる。 

① 虐待防止するための職員に対する研修の実施 

② 虐待防止対策を検討する委員会の定期的な開催と内容の周知 

③ 虐待防止のための指針の整備 

④ 虐待防止担当者の任命 

 

 

（身体の拘束等廃止） 

第１０条 当事業所は、原則として利用者に対し身体拘束を廃止する。但し、当該利用者また

は他の利用者等の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行

う場合、当事業所の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急や

むを得なかった理由を診療録に記載する。 

   ２ 当苑は身体拘束の適正化のため、いかに揚げる事項を実施する。 

① 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３か月に 1 回以上開催

すると共にその結果について介護職員その他の職員に周知徹底をはかる。 

② 身体拘束等の適正化のための指針を整備 

③ 身体拘束等の適正化のための職員に対する研修の実施 

 

 

（褥瘡対策等） 

第１１条 当事業所は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥

瘡が発生しないような適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針を定め、その発生

を防止するための体制を整備する。 

 

 

（衛生管理等） 

第１２条 当事業所は職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います 

  ２ 当事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

 

 

（ハラスメントの防止） 

第１３条 当事業所は介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が

築けるようハラスメントの防止に向け取り組みます。 

     事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当

な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。 

① 身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為 

② 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為 

③ 意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為 

  ２ ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会

議等により、同時案件が発生しない為の再発防止策を検討します。 

  ３ 職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。
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また、定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に

努めます。 

  ４ ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改

善に対する必要な措置、利用契約の解除等の措置を講じます。 

 

 

（秘密の保持及び個人情報の保護） 

第１４条 当事業所とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用

者又は身元引受人若しくはその家族等に関する個人情報の利用目的を別紙３のとお

り定め、適切に取り扱います。また正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、例

外として次の各号については、法令上、介護関係事業者が行うべき義務として明記さ

れていることから、情報提供を行なうこととします。 

① サービス提供困難時の事業所間の連絡、紹介等 

② 居宅介護支援事業所（地域包括支援センター【介護予防支援事業所】）等との連携 

③  利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村へ 

  の通知 

④ 利用者に病状の急変が生じた場合等の主治医への連絡等 

⑤  生命・身体の保護のため必要な場合（災害時において安否確認情報を行政に提供す  

る場合等） 

２ 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。 

 

 

（業務継続計画の策定等） 

第１５条 当事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護保険施設サ

ービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図

る為の計画（以下「業務継続計画」という）を策定し、当該業務継続計画に従い必要

な措置を講じるものとする。 

２ 当事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修

及び訓練を定期的に実施する。 

３ 当事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の

変更を行う。 

 

 

（非常災害対策） 

第１６条 管理者は、消防法（昭和２３年法律第１８６号）第８条に定める防火管理者およ

び防火管理委員会を設けて、次の各項を実践しなければならない。 

   ２ 防火管理者は、災害の発生する恐れのある箇所および消火、避難、警報、その他

防災に関する設備を点検し、整備しておかなければならない。 

   ３ 防火管理者は、非常災害に対する具体的な計画を立て、消火、避難、救出等非常

災害に備えるために必要な訓練を、年２回以上行わなければならない。 

   ４ 防火管理者は、第２項の点検、整備の状況および前項の訓練の実施状況について

記録しておかなければならない。 

   ５ 市、及び他の社会福祉法人との連携を強化する。 

 

 

（緊急時の対応） 

第１７条 当事業所は、利用者に対し、当事業所医師の医学的判断により診察が必要と認める

場合、他の専門的機関での診療を依頼することがあります。 
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２ 当事業所は、利用者に対し、当事業所における（介護予防）通所リハビリテーション

での対応が困難な状態、又は、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、他の専門的

機関を紹介します。 

３ 前２項のほか、（介護予防）通所リハビリテーション利用中に利用者の心身の状態が

急変した場合、当事業所は、利用者及び身元引受人が指定する者に対し、緊急に連絡し

ます。 

 

 

（事故発生時の対応） 

第１８条 当事業所は、安全かつ快適に質の高いサービス提供するために、事故発生の防止の

ための指針を定め、事故を防止するための体制を整備します。また、事故が発生した

場合、当事業所は、利用者に対し必要な措置を講じます。 

２ 当事業所医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、他

の専門的機関での診療を依頼します。 

３ 前２項のほか、当事業所は利用者の家族等又は身元引受人が指定する者及び保険者

の指定する行政機関に対して速やかに連絡します。 

 

 

（相談・苦情処理） 

第１９条 当事業所はより良い事業所、より開かれた事業所づくりを目指すために、（介護予

防）通所リハビリテーション等に係る利用者及び身元引受人等から意見・要望・提案・

苦情などを積極的に収集する窓口を設置します。 

   ２ 当事業所は、前項の苦情内容について記録し、その完結の日から 2年間保管します。 

   ３ 提起された意見等は、別紙 4のフローにより迅速かつ適切に対処し、事業運営の改

善に積極的に活用します。 

     なお、苦情にあっては、提起者に事実をもって誠心誠意対応し、円満な解決を図り

ます。 

当事業所以外に、次のところに相談・苦情窓口等に苦情を申し出ることができます。 

□ 三重県国民健康保険団体連合会 

          介護保険課 介護相談室 電話 ０５９－２２２－４１６５ 

□ 伊勢市役所     介護保険課       電話 ０５９６－２１－５５６０ 

      

 

 

（賠償責任） 

第２０条 （介護予防）通所リハビリテーションの提供に伴って当事業所の責に帰すべき事由

によって、利用者が損害を被った場合、当事業所は、利用者に対して、損害を賠償す

るものとします。 

２ 利用者の責に帰すべき事由によって、当事業所が損害を被った場合、利用者及び身

元引受人は、連帯して、当事業所に対して、その損害を賠償するものとします。 

 

    

（利用契約に定めのない事項） 

第２１条 この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところに

より、利用者及び身元引受人と当事業所が誠意をもって協議して定めることとします。 
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<別紙 1>            重要事項説明書 

 

１．施設の概要 

（１）施設の名称等 

・施設名    介護老人保健施設 山咲苑 

・開設年月日  平成 ９年 ５月１２日 

・所在地    三重県伊勢市楠部町若ノ山２６０５－１３ 

・電話番号   ０５９６－２３－８０００ ＦＡＸ番号 ０５９６－６３－８２００ 

・法人代表者  理事長 山﨑 学 

・管理者名   施設長 成田 清 

・介護保険指定番号 介護老人保健施設（２４５０８８００１４号） 

 

（２）目的 

   ・要支援状態または要介護状態と認定された利用者（以下単に「利用者」という。）に対

し、可能な限り自宅で自立した日常生活ができるよう適正なリハビリテーションを提

供することを目的とします。 

 

（３）指針 

   １ 山咲苑の職員は、利用者が、居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるよう、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーション

を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図ります。 

   ２ （介護予防）通所リハビリテーションの実施にあたっては、利用者の要支援または

要介護状態の軽減、若しくは悪化の防止になることの予防に資する目的を設定し、そ

の目的に沿ったリハビリテーションを計画的に行います。 

   ３ （介護予防）通所リハビリテーション等の実施にあたっては、関係市区町村、地域

包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的な

サービスの提供に努めます。 

 

１）職員は、「すべての利用者がそれぞれ今日の高度社会を構築した功労者であり人

生の達人である」ことを念頭に、感謝と尊厳の念をもってリハビリテーションに

努めるものとします。 

２）職員は、常に効果的な技術及び手法の習得に努め、利用者のケア及びサービスの

充実に努めるものとします。 

３）山咲苑を最も望まれる老健事業に築き上げる使命は、 

職員一人一人の双肩にかかっていることを肝に銘じ、日々の業務に専念すること

とする。 

 

（山咲苑 理念） 

  ご利用者およびその家族にあっては「利用したい、利用させたい山咲苑」 

 従業員およびその家族にあっては「働きたい、働かせたい山咲苑」 

 

４）山咲苑では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業

者、その他の保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携を図り、

利用者が地域において総合的サービス提供を受けることができるように努めま

す。 

５）サービス提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者及び身元引受人に対して

療養上必要な事項について、理解しやすい様に指導又は説明を行い、同意を得て
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実施するように努めます。 

６）利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドライン

に則り、当施設が得た利用者の個人情報については、山咲苑での介護サービスの

提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供につい

ては、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとする。 

 

（４）（介護予防）通所リハビリテーション職員体制 

 

職 種 定員  

管理者（医師） １  

看護・介護職員、理学療法士・作業療法士 

言語聴覚士 
５ 

内１人は理学療法士・作業

療法士・言語聴覚士 

支援相談員 １ 

 

 

・ 職員のほか、必要に応じ嘱託、臨時雇用、パートタイマー等を置く。 

・ 職員の勤務態勢は、別に定める。 

 

（５）入所定員等  ・定員１００名（ショート含む） 

  ・療養室  個室 １４室、２人室 ３室、４人室 ２０室 

 

（６）通所（予防通所）リハビリテーション定員  ３０名 

・サービス提供時間  ９：３０～１５：４０ 

             ９：３０～１１：４０  １３：５０～１６：００ 

 

２．（介護予防）通所リハビリテーションサービス内容 

 ①（介護予防）通所リハビリテーション計画の立案 

 ②食事 

昼食 １２時００分～ 

 ③入浴 

 ④医学的管理・看護 

 ⑤介護 

 ⑥リハビリテーション 

⑦相談援助サービス 

 ⑧栄養状態等の管理 

 ⑨その他 

＊2～3 時間のｻｰﾋﾞｽをご利用の方は、②食事 ③入浴 ｻｰﾋﾞｽは対応外となります。 

 

３. 利用手続き等 

   利用希望者の心身状態の把握と利用可否を検討するための資料として、利用者または身

元引受人から病歴、家族状況、現在疾病等（特に感染症）の有無について主治医の診断書

を求めます。 

   なお、この場合に要する診断書料は、利用希望者側の負担によるものとします。 

 

４. 送迎に関する注意事項 

   通常の送迎実施地域にて道路の狭隘、激しい混雑または危険性等が想定される場合は行

うことができない場合もあります。 
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５．利用中止・変更 

  ①利用予定日の前に、利用者の都合により、（介護予防）通所リハビリテーションの利用を

中止される場合は、必ず利用予定日の前日までにご連絡ください。但し、利用者の体調

不良等正当な理由がある場合には、この限りではありません。 

   （サービス利用にあたっての注意事項） 

②悪天候時（大雨・降雪・台風等）は、営業を中止することがあります。その場合は事前

に電話でご連絡致します。また、状況に応じてサービス提供時間が変更になることがあ

ります。 

④ 感染症と思われる症状（発熱 37.0 以上・下痢・嘔吐・咳等）がある場合や体調

が思わしくない場合は、蔓延防止の為、(介護予防)通所リハビリテーションを中

止させていただく場合がありますので事前に事業所に連絡をお願いいたします。 

 

６．相談・苦情処理  

   当事業所はより良い事業所、より開かれた事業所づくりを目指すために、（介護予防）通

所リハビリテーション等に係る利用者及び身元引受人等から意見・要望・提案・苦情など

を積極的に収集する窓口を設置します。 

     １）受付窓口     相談・苦情担当者 

     ２）電話窓口     相談・苦情担当者 

     ２）利用者家族懇談会 関係部署職員 

     ３）意見箱の設置   事務局長 

 

 事業所の苦情受付窓口 

責任者 成田 清（管理者） 

担当者 竹内 都（支援相談員） 西岡 大樹（支援相談員） 

所在地 伊勢市楠部町若ノ山 2605−13 

電話番号 ０５９６（２３）８０００ 

FAX 番号 ０５９６（６３）８２００ 

受付時間 ８：３０〜１７：３０（平日） 

 

７．緊急時の対応 

   サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合は、速やかに医師への連絡を行う 

等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。 

 

８．事故発生時の対応 

   利用者に対する（介護予防）通所リハビリテーションの提供により事故が発生した場合

は、身元引受人、利用者に係る居宅介護支援事業者等、市町村に連絡を行うとともに、必

要な措置を講じます。 

 

９．協力医療機関等 

当事業所では、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変した

場合等には、速やかに対応をお願いするようにしています。 

・協力医療機関 

・市立伊勢総合病院  伊勢市楠部町３０８８ 

・山崎外科内科    伊勢市楠部町乙７７ 

・協力歯科医療機関 

・田端歯科医院    伊勢市二俣１－６－１９ 

  

 ◇緊急時の連絡先 

なお、緊急の場合には、「同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 
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１０．（介護予防）通所リハビリテーション利用に当たっての留意事項 

・ 施設利用中の食べ物は、特段の事情がない限り施設の提供する食事をお召し上がりい

ただきます。食費は保険給付外の利用料と位置づけられていますが、同時に、施設は利

用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、その

実施には食事内容の管理が欠かせませんので、食べ物の持ち込みはご遠慮いただきます。 

・ 面会            ＡＭ９：３０～ＰＭ３：４０ 

・ 飲酒・喫煙         原則禁止 

・ 火気の取扱い        施設内裸火厳禁 

・ 設備・備品の利用      申し出により可能な物有り 

・ 所持品・備品等の持ち込み  出来るだけ避けて下さい 

・ 金銭・貴重品の管理     出来るだけ控えて下さい 

・ ペットの持ち込み      原則禁止 

・ 利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は、禁止する 

・ 他利用者への迷惑行為は禁止する 

 

１１．非常災害対策 

・防災設備  スプリンクラー、消火器、消火栓等 消防法に準ずる 

・防災訓練  年２回（夜間訓練有り） 

 

 

１２．その他 

当事業所についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご請求ください。 

  第三者評価については実施無です。 
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〈別紙２〉 

（介護予防）通所リハビリテーションについて 
 

１．介護保険証、介護保険負担割合証確認 

ご利用契約時に介護保険証、介護保険負担割合証を確認させていただきます。 

また、介護保険証、介護保険負担割合証の更新時、変更時にも確認させていただきます。 

 

２．（介護予防）通所リハビリテーションについての概要 

  （介護予防）通所リハビリテーションについては、要介護者の家庭での生活を継続させる

ために立案された居宅サービス計画に基づき、当事業所をご利用いただき、理学療法、作業

療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者に関わる医師及び理学療法士、作業療

法士その他（介護予防）通所リハビリテーションの提供にあたる従事者の協議によって、

（介護予防）通所リハビリテーション計画が作成されますが、その際、利用者・身元引受人

（ご家族）の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意を頂くようになりま

す。 

 

３．利用料金 

（１） 要支援    ※一定以上の所得のある方は、負担割合が2割、3割となります 

基本料金 
要支援 1 1ヶ月 2,268 

要支援 2 1ヶ月 4,228 

利用開始より12月を

超えた場合の減算 

要支援 1 1ヶ月 -120 

要支援 2 1ヶ月 -240 

 

加算項目 算定項目 単価 対象 摘要 

高齢者虐待防止措置未実施減算

（支援1） 
1ヶ月 -23 対象者 

虐待の発生や再発を防止するための措

置が講じられていない場合に適応され

る減算 
高齢者虐待防止措置未実施減算

（支援2） 
1ヶ月 -42 対象者 

業務継続計画未策定減算 

（支援1） 
1ヶ月 -23 対象者 

運営基準において策定が義務図けられ

ている業務継続計画（ＢＣＰ）を策定し

ていない場合に適応される減算 
業務継続計画未策定減算 

（支援2） 
1ヶ月 -42 対象者 

生活行為向上ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算 1ヶ月 562 対象者 
医師の指示を受けた研修を修了した専

門職が居宅を訪問し生活行為に関する

評価を1月に1回以上行った場合 

予防通所ﾘﾊ退院時協働指導加

算 
１回 600 対象者 

リハビリテーション事業所の医師、理学

療法士、作業療法士、言語聴覚士が退院

前カンファに参加し退院時共同指導を

行った場合 

栄養ｱｾｽﾒﾝﾄ加算 1ヶ月 50 対象者 
管理栄養士と介護職員等と共同し栄養ｱ

ｾｽﾒﾝﾄを行った場合 

栄養改善加算 1回 200 対象者 
低栄養状態にある方に栄養改善サービ

スを行った場合 

口腔・栄養ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ加算 Ⅰ 
1回 

20 
対象者 

口腔の健康状態又は栄養状態のｽｸﾘｰﾆﾝ

ｸﾞを行った場合 
口腔・栄養ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ加算 Ⅱ 5 

口腔機能向上加算 Ⅰ 
1ヶ月 

150 
対象者 

口腔機能の低下している方に対して個

別的に口腔機能向上を目的とした指導

を行った場合 口腔機能向上加算 Ⅱ 160 

予防通所ﾘﾊ一体的ｻｰﾋﾞｽ提供加 1ヶ月 480 対象者  

※減算無し ３か月に１度リハビリテーション会議を開催し情報共有のもとリハビリテー

ション計画の見直しを行う。 
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算 

科学的介護推進体制加算 1ヶ月 40 対象者 

心身の状態等に係る基本的な情報（ADL

値、栄養状態、口腔機能、認知症）を厚

労省に提出し、必要に応じてﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

計画を直しサービスを提供する 
ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算   

要支援1 
1ヶ月 88 

対象者 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占

める割合が50％以上である事 

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算 

要支援2 
1ヶ月 176 

処遇改善加算 1ヶ月 基本ｻｰﾋﾞｽ費に各種加算減算を加えた総単位数に8.6%を乗じた金額 

（２）要介護 

※一定以上の所得のある方は、負担割合が2割、3割となります 

 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 

1時間～2時間 369 398 429 458 491 

2時間～3時間 383 439 498 555 612 

3時間～4時間 486 565 643 743 842 

4時間～5時間 553 642 730 844 957 

5時間～6時間 622 738 852 987 1120 

6時間～7時間 715 850 981 1137 1290 

 

加算項目 算定項目 単価 対象 摘要 

高齢者虐待防止措置未実施減算 基本サービス単位数に1％減算/回 

業務継続計画未策定減算 基本サービス単位数に1％減算/回 

通所ﾘﾊ感染症災害加算 基本サービス単位数に3％加算/回 

ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制加算 

（6-7時間の場合） 
１回 24 対象者 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算を算定している

こと。規定の専門職を配置しているこ

と。 

入浴介助加算 Ⅰ 1回 40 対象者 見守りを含む入浴介助 

入浴介助加算 Ⅱ 1回 60 対象者 

医師等が自宅を訪問し環境を評価し、自

宅の浴室環境を踏まえた上で個別の計

画を立てて居宅に近い環境にて入浴介

助を行った場合 

生活行為向上ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算 1ヶ月 1,250 対象者 
医師の指示を受けた研修を修了した専

門職が居宅を訪問し生活行為に関する

評価を1月に1回以上行った場合 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算11亻 1ヶ月 560 
6ヶ月以内 

対象者 

事業所医師が理学療法士等にﾘﾊの目的

と留意の指示を行い、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ会議を

開催し情報の共有を行う。ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ計

画書は専門職より利用者、家族へ説明同

意を頂いた場合 
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算12亻 1ヶ月 240 

6ヶ月超 

対象者 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算21ㇿ 1ヶ月 593 
6ヶ月以内 

対象者 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算（A)イの要件に

加え、心身の状態等に係る基本的な情報

（ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症）

を厚労省に提出し、必要に応じてリハビ

リテーション計画を直しサービスを提

供した場合 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算22ㇿ 1ヶ月 273 
6ヶ月超 

対象者 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算31ハ 1ヶ月 793 
6ヶ月以内 

対象者 
事業所医師が理学療法士等にﾘﾊの目的

と留意の指示を行い、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ会議を

開催し情報の共有を行う。ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ計

画書は医師より利用者、家族へ説明同意

を頂いた場合 
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算32ハ 1ヶ月 473 

6ヶ月超 

対象者 

通所ﾘﾊﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算4 1ヶ月 270 対象者 
医師が利用者又はその家族に説明し同

意を得た場合 

短期集中個別ﾘﾊ実施加算 1回 110 対象者 
医師又は医師の指示を受けた専門職が

退院（所）日又は認定日から起算して3ヵ

月以内に個別ﾘﾊﾋﾞﾘを集中的に行った場
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合 

通所退院時共同指導加算 １回 600 対象者 

リハビリテーション事業所の医師、理学

療法士、作業療法士、言語聴覚士が退院

前カンファに参加し退院時共同指導を

行った場合 

科学的介護推進体制加算 1ヶ月 40 対象者 

心身の状態等に係る基本的な情報（ADL

値、栄養状態、口腔機能、認知症）を厚

労省に提出し、必要に応じてﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

計画を直しサービスを提供する 

栄養ｱｾｽﾒﾝﾄ加算 1ヶ月 50 対象者 
管理栄養士と介護職員等と共同し栄養ｱ

ｾｽﾒﾝﾄを行った場合 

栄養改善加算 1回 200 対象者 
低栄養状態にある方に栄養改善サービ

スを行った場合 

口腔・栄養ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ加算 Ⅰ 
1回 

20 
対象者 

口腔の健康状態又は栄養状態のｽｸﾘｰﾆﾝ

ｸﾞを行った場合 
口腔・栄養ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ加算 Ⅱ 5 

口腔機能向上加算 Ⅰ  150 対象者 口腔機能の低下している方に対して個

別的に口腔機能向上を目的とした指導

を行った場合 口腔機能向上加算Ⅱ（イ）  155 

口腔機能向上加算Ⅱ（ロ） 1回 160 

移行支援加算 １か月 12 対象者 
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ終了後に指定通所事業所等

への移行等を支援した場合 

送迎減算 片道 -47 対象者 送迎を行わない場合 

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算1 1ヶ月 22 全員 
介護職員の総数のうち、介護福祉士の占

める割合が50％以上である事 

 

（３）その他の料金 

 介護給付費以外のサービス費 

食費 1回あたり 670 食材料費・材料費・おやつを含む（6-7時間ご利用の方） 

お茶代 1回あたり 150 ミネラルウォーター、コーヒー等（2-3時間ご利用の方） 

おむつ代 1枚あたり 40～200  

通常区域外送迎代（５㎞毎） 1回あたり 220 5km毎 

特別行事費  1回あたり 500～1,000  

 

 

４．支払方法 

・料金計算は月末締めで行い、翌月１０日までに請求書を発送いたします。請求月の２７ 

日に利用者指定の口座からの自動振替をさせていただきます。 

・但し、施設利用料以外の請求につきましては、現金でのお支払いをお願いする場合がござ

います。その際は請求月の２５日までに窓口にてお支払いください。 
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（介護予防）通所リハビリテーション利用同意書 
 

（介護予防）通所リハビリテーション山咲苑 を利用するにあたり、（介護予防）通所リハビ

リテーション山咲苑利用約款及び別紙１及び別紙２を受領し、これらの内容に関して、担当者

による説明を受け、これらを十分に理解した上で同意します。 

 

令和    年    月    日 

＜事業者＞ 

名 称  通所リハビリテーション山咲苑 
 
理事長  山﨑 学       

 
説明者  職名  支援相談員 

 
氏名   

 

 

＜利用者＞ 

住  所 

電話番号 

 

氏  名                

家  族（氏名         続柄    ） 

 

＜身元引受人＞ 

住  所 

電話番号 

 

氏  名                

 

【本約款第 6条の請求書・明細書及び領収書の送付先】 
 

□利用者    □身元引受人    □その他   氏名                  

 

                         住所                  

 

                         電話番号                

 

【本約款第１２条３項緊急時及び第 1３条３項事故発生時の連絡先】 

 

□利用者    □身元引受人    □その他   氏名                  

 

                         住所                  

 

                         電話番号                
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〈別紙３〉 

個人情報の利用目的 
 

 

 介護老人保健施設山咲苑では、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、お預かり

している個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 

 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

〔介護老人保健施設内部での利用目的〕 

・当事業所が利用者等に提供する介護サービス 

・介護保険事務 

・介護サービスの利用者に係る当事業所の管理運営業務のうち 

― 入退所等の管理 

― 会計・経理 

― 事故等の報告 

― 当該利用者の介護・医療サービスの向上 

〔他の事業所等への情報提供を伴う利用目的〕 

・当事業所が利用者等に提供する介護サービスのうち 

― 利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所 

等との連携（サービス担当者会議等）、照会への回答 

― 利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

― 検体検査業務の委託その他の業務委託 

― 家族等への心身の状況説明 

・介護保険事務のうち 

― 保険事務の委託 

― 審査支払機関へのレセプトの提出 

― 審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 

【上記以外の利用目的】 

〔当事業所の内部での利用に係る利用目的〕 

・当事業所の管理運営業務のうち 

― 医療・介護サービスの業務の維持・改善のための基礎資料 

― 当事業所において行われる学生の実習への協力 

― 当事業所において行われる事例研究 

〔他の事業所等への情報提供に係る利用目的〕 

・当事業所の管理運営業務のうち 

― 外部監査機関への情報提供 
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（介護予防）通所リハビリテーション 山咲苑 

理事長 山﨑 学  

  

 

個人情報の使用に関する承諾書 
 

 

介護老人保健施設 山咲苑 （介護予防）通所リハビリテーション を利用する

にあたり、別紙３を受領し、これらの内容に関して、担当者より説明を受け、これ

らを十分に理解した上で同意します。 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

＜ご利用者＞ 

 

住所 

 

氏名                   

 

家族様           （続柄：     ） 

 

 

＜身元引受人＞ 

 

住所 

 

氏名                   
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医療法人社団 愛敬会 

（介護予防）通所リハビリテーション 山咲苑 

理事長 山﨑 学 

 

個人情報の取り扱いについて 

 

個人を特定できる情報（写真等）について、苑内の掲示、苑だより、公的な広報誌、

新聞等で取り扱う場合があります。 

ご協力よろしくお願いします。 

 

 

□ すべて了承する 

□ 苑内の掲示 

□ 苑だより等の配布 

□ パンフレット 

□ 苑内での研修 

□ 苑外での研修 

□ ホームペー・ＳＮＳ掲載 

□ 公的な広報誌、新聞等の掲示又は配布 

□ すべて了承しない 

 

上記のチェック項目を理解して同意します。 

 

令和   年   月   日 

 

住   所： 

 

利用者様又は 

身元引受人名：                 
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＜別紙 4＞  

通所リハビリテーション山咲苑 

 

 

 

 

※原本は窓口に提出、COPYは所属部署に保管

ハラスメント
相談窓口

関係部署

①事実確認

②情報共有

※管理者に報告

苦情対策サービス向上委員会

老健 窓口

①事実確認　②対応・対策の検討　③ご意見等受付簿の記入

利用者意見等の収集および処理フロー

訪問リハ 窓口

相談・苦情担当者

羽柴圭子

相談・苦情担当者

竹内都

相談・苦情担当者

坂口有加里

関係部署

相談・苦情発生事例の収集、分析、再発防止策の検討

相談・苦情担当者

大澤伸也/竹内都

通所リハ 窓口

利用者 職員 行政等家族

苦情、ご意見、ご相談などは

各苦情相談窓口へ

意見箱の担当

1F：事務局長 3～5F：介護課長

別紙
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＜様式１＞ 

通所リハビリテーション山咲苑 

ご意見等の記録票 
令和   年   月   日    時 

施設長 部 長 受付担当 

氏  名           様 住所 

男・女 電話 （    ）   － 

 

利用者  利用者（       様）の家族  その他（           ） 

 

件 名                            
苦情  意見  相談  照会  提案  要望  感謝  （回 答）必要 不要 

内 容                                      

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

対 処                                      

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

回 答    月   日   時        様へ  電話  郵便  訪問 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

反 映                                      

                                     

                                     

                                     

 

 

 

 


